
２．申請人の置場の面積及びその利用状況

３．農用地区域から除外する必要性

事 業 計 画 書（資材等置場用）
※資材等置場とは、資材置場、製品（商品）置場、残土置場、廃車置場、建設機械置場等をいう。

１．申請人の職業との関連

４．現在の事業所等との位置的関係

７．周辺農地への被害防除対策

５．申請地の具体的な利用計画

６．事業経歴

８．他法令の状況


